
（環境省２８ー㉗）

基準年度 目標年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

19 14 14 14 14 - -

23 14 18 22 - - -

基準年度 目標年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度

－ － － － － －

参加者のフォ
ローアップ及
び化学分析
の進捗

参加者登録
及び追跡調
査の開始

参加者登録
及び追跡調
査の実施

参加者登録
及び追跡調
査の実施

参加者登録
の終了及び
追跡調査の
実施

追跡調査の
実施及び詳
細調査、化学
分析の開始

追跡調査、詳
細調査及び
化学分析の
実施

基準年度 目標年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

- - 80 80 80 - -

86 53 88 77

基準年度 目標年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

－ 100 － － － － 200

114 132

基準 目標
施策の進捗状況（目標）

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠測定指標

2

目標設定の
考え方・根拠

平成30年8月

・化学物質の環境リスク初期評価調査を実施し、環境を経由した化学物質による影響の未然防
止を図る。
・子どもの健康と環境に関する全国調査を実施し、次世代育成に係る健やかな環境の実現を図
る。
・一般環境中の化学物質の残留状況を調査し、基礎資料として各施策の策定に活用。
・化学物質の内分泌系かく乱作用について調査研究を実施し、各化学物質が人の健康や生態
系に及ぼす影響について明らかにし、リスク評価を実施する。

年度ごとの目標値
目標値

子どもの健康と環境に関
する全国調査の進捗状況

全国約10
万人の
データ解
析を行い、
健康と環
境の関連
性を明らか
にする。

44年度

基準値

14

施策の概要 化学物質による人の健康や生態系に対する環境リスクを体系的に評価
政策体系上の
位置付け

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

６．化学物質対策の推進

達成すべき目標

・中央環境審議会環境保健部会化学物質評
価専門委員会
・子どもの健康と環境に関する全国調査基本
計画
・化学物質環境実態調査のあり方に関する
検討会報告書
・化学物質の内分泌かく乱作用に関する検討
会

政策評価実施予定時期

年度ごとの実績値測定指標

平成28年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策名 目標６－１　環境リスクの評価 担当部局名
　　　作成責任者名
　　　　(※記入は任意）

環境保健部
環境安全課
環境リスク評価室

環境安全課長
立川　裕隆
環境リスク評価室長
笠松　淳也

1
環境リスク初期評価実施
物質数

- 過去の実績及び情報の収集・検討状況を踏まえ設定した。

施策の進捗状況（実績）

- 9年度

- 22年度

次世代育成に係る健やかな環境の実現を図るためには調査の推進が不可欠であ
るため、「調査の推進」を測定指標としてあげた。また、調査の推進には「参加者の
データの解析を行うことで、健康と環境の関連性を明らかにすること」が必要である
ために目標と設定した。さらに、目標を達成するためには、解析を行うためのデー
タの蓄積と化学物質の分析が必須であるため、施策の進捗状況として参加者の
フォローアップと化学分析の進捗を確認していくこととする。

・化学物質対策に係る関係課室から一般環境中における残留実態状況について
把握要望のあった化学物質のうち、優先度の高いものを調査対象物質として毎年
度選定することが、「化学物質環境実態調査のあり方に関する検討会報告書」によ
り定められている。また、目標値は、過去の実績値を勘案して設定しており、今年
度も同程度の水準で着実に調査を実施することとしている。

・EXTEND2010において、文献や海外での知見を踏まえて、100物質程度を評価の
対象として選定することを目標とされており、EXTEND2016においても合計で200物
質を選定する。

測定指標 基準値 目標値
年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠年度ごとの実績値

3
化学物質環境実態調査を
行った物質数・媒体数

- - 80 平成28年度

測定指標 基準値 目標値
年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠年度ごとの実績値

4

内分泌かく乱作用に関し
て、文献等を踏まえ評価対
象として選定した物質数
（累積）

132 平成27年度 200 平成32年度
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当初予算額

25年度 26年度 27年度 28年度

(1)
化学物質環境リスク初期
評価推進費（平成９年度）

79
(77)

81
(82)

81
(80)

81 1 232

(2)

子どもの健康と環境に関
する全国調査（エコチル調
査）
（平成22年度）

5,980
(5,876)

6,982
(6,632)

5,818
(5,521)

4,663 2 280

(3)
化学物質環境実態調査費
（昭和49年度）

289
(243)

298
(275)

319
(282)

319 3 282

(4)

環境汚染等健康影響基礎
調査費（うち化学物質の内
分泌かく乱作用に関するこ
と）

199
(175)

190
(203)

216
(191)

200 4
231
281

6,588
(6,407)

7,579
(7,219)

6,462
(6,097)

5263施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

達成手段
（開始年度）

予算額計（執行額） 関連する
指標

達成手段の概要等

＜達成手段の概要＞
環境リスク初期評価を実施する。
＜達成手段の目標（28年度）＞
環境リスク初期評価を実施し、14物質程度を目標に結果を取りまとめ、公表する。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
中央環境審議会環境保健部会化学物質評価専門委員会の議論も踏まえ、着実に環境リスク初期評価を実施することにより化学物質対
策の推進に資する。

＜達成手段の概要＞
10万組の親子を対象とし、13年間にわたり、質問票による追跡調査等を実施する。
＜達成手段の目標（44年度）＞
子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）の実施により、全国10万人データの解析を行い、健康と環境の関連性を明らかに
する。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）の実施により、小児の発育に影響を与える環境要因を解明し、次世代育成に係
る健やかな環境の実現に寄与する。

＜達成手段の概要＞
・化学物質の複合影響及び微量な化学物質と健康影響等との関連性についての知見の収集・分析を行うとともに、
化学物質が及ぼす健康影響についての評価方法及びメカニズム解明方法等についての検討を行う。
・化学物質の内分泌かく乱作用に関する評価等推進するため、必要な調査研究や試験法の開発、試験等を実施する。
＜達成手段の目標（28年度）＞
・化学物質の複合影響及び微量な化学物質による健康影響について評価検討を行う
・必要な調査研究や試験法の開発等の進展。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
・化学物質が及ぼす健康影響についての評価、メカニズム解明
・各化学物質の内分泌かく乱作用を評価するための手法等を確立する。

平成28年
行政事業レビュー
事業番号

＜達成手段の概要＞
・一般環境中の化学物質による汚染状況を把握し、施策に活用するため、関係課室からの要望物質について全国規模の調査を実施す
る。
＜達成手段の目標（28年度）＞
・80調査物質数・媒体数の分析を実施し公表する。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
中央環境審議会環境保健部会化学物質評価専門委員会の議論も踏まえ、着実に一般環境中の化学物質の残留状況調査を実施する。



（環境省２８ー㉘）

基準年度 目標年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

- - 40 40 40 40 40

37 22 61 131 73

基準年度 目標年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

- -
試験法案の
作成

課題抽出、
試験法開発
の情報提供

試験法案の
改善

試験法案
(改)の検証

試験法案
(改)の取り
まとめ

調査・検討 調査・検討
試験法案の
作成

基準年度 目標年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

- － － － －

人へのばく露
量モニタリン
グ調査の実

施

人へのばく露
量モニタリン
グ調査の実

施

「人へのばく
露量総合調
査」の開始
（86人、31物
質を対象とし
て調査）

「人へのばく
露量総合調
査」の実施・
公表（84人、
34物質を対
象として調
査）

「人へのばく
露量総合調
査」の実施・
公表（83人、
35物質を対
象として調
査）

「人へのばく
露量総合調
査」の実施・
公表（81人、
34物質を対
象として調
査）

「人へのばく
露量総合調
査」の実施・
公表（77人、
33物質を対
象として調
査）

－ －

・「ダイオキシン類対策特別措置法」において、「国及び地方公共団体が講ずるダイ
オキシン類に関する施策の指標とすべき耐容１日摂取量は、人の体重１キログラ
ム当たり４ピコグラム以下で政令で定める値とする」とされている。本調査を通じて
ダイオキシン類をはじめとする化学物質に関する国民の摂取量を測定するとともに
調査結果を公表することにより国民の理解を深めることが目標であることから、調
査の進捗を測定指標として選定。

3
「化学物質の人へのばく露
量総合調査」の進捗状況

－ 10年度

ダイオキシ
ン類をはじ
めとする化
学物質に
関する情
報の蓄積

-

化審法のリスク評価を加速化するため、既存の試験法では対応できない有害性評
価が困難な物質（難水溶性等）について、新たな試験法の開発が必要であるため。
※なお、難水溶性物質についての底生生物を用いた試験法については、今年度国
際会議（経済協力開発機構（OECD））において試験法開発の進捗状況を報告した
上で32年度に正式提案する予定であり、OECDでの議論や他国の動向も踏まえつ
つ、必要に応じ測定指標を見直す。

測定指標 基準 目標
施策の進捗状況（目標）

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠施策の進捗状況（実績）

2

有害性評価困難な化学物
質の試験法の開発を実施
及び国際機関に対する試
験法の標準化の提案・標
準化のためのデータ提供

試験法の
調査・検討

25年度

標準化の
提案や
データ提
供

32年度

平成23年４月に全面施行した改正化審法において、スクリーニング評価を行い、優
先評価化学物質を指定をした上で、段階的にリスク評価を行う体系となっている。
スクリーニング評価の対象となる一般化学物質のうち、全国合計排出量10t超の物
質で有害性情報の得られるものについて、平成30年度までにスクリーニング評価
における生態毒性に関する有害性評価を終了する。
※なお、本測定指標については、今年度から予定している検討会・審議会等にお
ける化審法の見直しに関する有識者の審議を踏まえて、見直すこととしている。

測定指標 基準 目標
施策の進捗状況（目標）

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠施策の進捗状況（実績）

1

化審法に基づくスクリーニ
ング評価において生態毒
性に関する有害性クラスを
付与した物質数

37物質 23年度 40物質 30年度

測定指標 基準値 目標値
年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠年度ごとの実績値

施策の概要

化学物質審査規制法（以下「化審法」という。）に基づく化学物質のリスク評価を着実に進めるとともに、化学物質排出把
握管理促進法（以下「化管法」という。）に基づくＰＲＴＲデータを円滑に集計・公表、活用することにより、PRTRデータ等
を活用したリスクコミュニケーションの推進を図り、もって環境リスクを低減し、人の健康の保護及び生態系の保全を図
る。また、化学物質の環境リスクに係る国民の理解を深める。

政策体系上の
位置付け

６．化学物質対策の推進

達成すべき目標
化審法に基づき、段階的なリスク評価を実施し、化学物質のリスク管理の推進を図る。化管法
のＰＲＴＲ制度に基づき、事業者による自主的な化学物質管理を促進するとともに、対象物質の
排出状況等及び化学物質の環境リスクに関する国民の理解を深める。

目標設定の
考え方・根拠

化審法、化審法の一部を改正する法律案に
対する附帯決議、化管法、化管法に基づくＰ
ＲＴＲ制度

政策評価実施予定時期 平成30年8月

平成28年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策名 目標６－２　環境リスクの管理 担当部局名

環境保健部
環境安全課
環境リスク評価室
化学物質審査室

　　　作成責任者名
　　　　(※記入は任意）

環境安全課長
立川　裕隆
環境リスク評価室長
笠松　淳也
化学物質審査室長
新田　晃
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基準年度 目標年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

- - - - - 159,021 -

182,078 175,385 162,922 160,659 159,021 集計中

基準年度 目標年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

- - - - 24 - -

25 28 27 24

当初予算額

25年度 26年度 27年度 28年度

(1)
化学物質の審査及び製造
等の規制に関する法律施
行経費（平成16年度）

349
(323)

313
（297）

283
（272）

262 1 234

(2)
化学物質緊急安全点検調
査費
（平成25年度）

100
(92)

192
（178）

218
（201）

223 2 235

(3)
化学物質の人へのばく露
総合調査事業費
（平成１０年度）

107
(99)

105
(93)

105
(96)

94 3 283

＜達成手段の概要＞
事業者から提出された製造・輸入数量や毒性試験データ等の資料に加え、届出物質・類似物質等に係る国内外の知見や生態影響に係
る専門家の意見を踏まえて分析し、必要な資料を取りまとめて化審法に基づくスクリーニング評価及びリスク評価を厚生労働省（人への
毒性）及び経済産業省（製造・輸入数量）と共同で実施する。

＜達成手段の目標（28年度）＞
全ての一般化学物質等を対象に、化審法に基づくスクリーニング評価及びリスク評価を実施する。
※なお、目標については、今年度から予定している検討会・審議会等における化審法の見直しに関する有識者の審議を踏まえて、見直
すこととしている。

＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
化審法に基づくスクリーニング評価の作業により、化学物質の有害性クラスが付与される。

＜達成手段の概要＞
既存の試験法では有害性評価が困難な物質（難水溶性等）について試験法の検討・開発等により、化審法に基づくスクリーニング評価・
リスク評価を加速化する。

＜達成手段の目標（28年度）＞
有害性評価が困難な物質の生態毒性試験法や評価手法等の検討を進める。

＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
本事業により開発された試験法や評価手法等を用い、化審法のリスク評価を加速化するとともに、国際機関に対して試験法の標準化の
提案や標準化のためのデータを提供する。

＜達成手段の概要＞
各種モニタリング調査のデータを収集・解析する。
＜達成手段の目標（28年度）＞
ダイオキシン類の１日摂取量を、人の体重１キログラム当たり４ピコグラム以下とする。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
各種モニタリング調査のデータを収集・解析し、食品や大気、水、土壌などの環境を経由して国民が1日に摂取しているダイオキシン類の
量を推計することで化学物質対策の推進に資する。

化管法第17条第4項及び第5項に基づき、PRTRデータ等について国民の理解を深
めるリスクコミュニケーション実施状況の指標として、化学物質アドバイザー制度に
基づくアドバイザー派遣数を設定した。リスクコミュニケーションを推進するため、平
成28年度より、派遣数を前年度以上とすることを目標値として設定した。

達成手段
（開始年度）

予算額計（執行額） 関連する
指標

達成手段の概要等
平成27年

行政事業レビュー
事業番号

5

化学物質についての理解
を深めるリスクコミュニケー
ション実施状況（化学物質
アドバイザーの派遣回数）

24 27年度 24以上 28年度

化管法に基づくＰＲＴＲ制度において、事業者による化学物質の自主的な管理の改
善の促進の結果としての対象化学物質（第一種指定化学物質）の届出排出量を指
標として設定した。ここで、排出は最小化させることが望ましいため、現状を維持す
る水準として前年度の実績を下回ることを目安として設定した。但し、総排出量と環
境リスクは必ずしも一致しないため、この点を踏まえた指標・目標値の設定は今後
の課題である。

測定指標 基準値 目標値
年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠年度ごとの実績値

4
化管法第一種指定化学物
質の届出排出量（トン）

- -

届出排出
量を前年
度以下と
する

28年度

測定指標 基準値 目標値
年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠年度ごとの実績値



(4)
PRTR制度運用・データ活
用事業
（平成11年度）

93
(81)

101
(99)

122
(124)

130 4,5 233

649
(595)

711
(667)

728
(693)

709

＜達成手段の概要＞
化管法第5条に基づき事業者から届け出られるPRTRデータの円滑な集計・公表を行い、環境リスクの理解に有用な情報を提供するほ
か、PRTRデータを環境リスクの管理やリスクコミュニケーションなどに幅広く活用する。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
本事業において、化管法見直しに必要な情報収集・整備を行う。また、本事業において化学物質アドバイザー制度を適切に実施する。

施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）



（環境省２８－㉙）

基準年度 目標年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

12 12 12 12 12 - -

11 10 15 16

基準年度 目標年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度

2 4 6 8 10

基準年度 目標年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

- - - 180 - - -

154 160 180

・化審法、化管法等においてリスクが懸念される物質について、GHSに基づく環境
危険有害性の分類を着実に実施していくため、毎年度の分類物質数によってその
進捗状況を把握する。特に、有害性情報の更新を踏まえた昨今の再分類の実施
状況に鑑み、平成28年度より「再分類を含めた分類物質数」を新たな測定指標とし
て設定している。

3
GHSに基づく環境有害危
険性分類を実施した分類
物質数（再分類を含む）

180 27年度 180 28年度

測定指標 基準 目標
施策の進捗状況（目標）

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠施策の進捗状況（実績）

・水銀による環境リスクの低減のため、世界の水銀対策を推進するという施策目的
を踏まえ、途上国側のニーズを踏まえて我が国の技術･知見が活用されたプロジェ
クトへの貢献で評価するもの。
･平成26～28年度までに10ヶ国にて調査を実施してきたところ、それぞれの国が対
象に含まれるプロジェクトを最低１つ形成･支援することを想定。１つのプロジェクト
の形成に２年要すると仮定し、目標年度を設定した。

2
途上国等の水銀対策に係
るプロジェクトを形成･支援
した数（累積）

0 27年度 10 32年度

・POPs条約対象物質及び候補物質について、「化学物質環境実態調査における
当面の運用方針」に基づき設定した。

測定指標 基準値 目標値
年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠年度ごとの実績値

1

POPs条約に基づく化学物
質モニタリングの進捗度
（一般環境中の測定を行っ
ているPOPs条約対象及び
候補物質群数）

14物質 23年度 12物質 28年度

測定指標 基準値 目標値
年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠年度ごとの実績値

施策の概要
ＰＯＰｓ条約（残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約）や、水銀に関する水俣条約などの化学物質関連条約
について、関連する施策を推進するとともに、ＯＥＣＤ、ＵＮＥＰ等の国際機関との連携及び諸外国との国際協力を図り、
化学物質による地球規模の環境汚染を防止する。

政策体系上の
位置付け

６．化学物質対策の推進

達成すべき目標
化学物質関連条約に関する施策を推進するとともに、ＯＥＣＤ、ＵＮＥＰ等の国際機関との連携を
図り、化学物質による環境リスクを低減させる。また、東アジア地域等を対象とした水銀対策な
どの化学物質対策に係る国際協力により、地球規模の環境汚染を防止する。

目標設定の
考え方・根拠

ＰＯＰｓ条約（残留性有機汚染物質に関する
ストックホルム条約）、水銀に関する水俣条約
等の化学物質関係の各条約

政策評価実施予定時期 平成30年8月

平成28年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策名 目標６－３　国際協調による取組 担当部局名

環境保健部環境安
全課、環境保健部環
境保健企画管理課
水銀対策推進室

　　　作成責任者名
　　　　(※記入は任意）

環境安全課長
立川　裕隆
水銀対策推進室長
高橋　一彰

別紙１



当初予算額

25年度 26年度 27年度 28年度

(1)
POPs（残留性有機汚染物
質）条約対応関係事業
（平成13年度）

139
(138)

164
(151)

165
(158)

185 1 237

(2)
環境汚染等健康影響基礎
調査費（うち水銀に関する
こと）

75
(82)

176
(166)

237
(215)

260 2 281

(3) 国際分担金等経費
20
(20)

22
(22)

26
(26)

63 1 236

(4)
化学物質国際対応政策強
化事業費

18
(16)

16
(18)

22
(25)

19 3 238

252
(256)

378
(357)

450
(424)

527

＜達成手段の概要＞
POPs条約におる新たな条約対象物質の追加等、条約の動向に対して我が国として適切に対応していくため、国内実施計画に基づき、
環境中のPOPs残留状況を正確に把握していく。
＜達成手段の目標（28年度）＞
全国で採取した試料（水質・底質・大気・生物）中のPOPs条約対象物質及び候補物質1２物質群を分析
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
得られたモニタリングデータは、POPs条約有効性評価のためのアジア太平洋地域モニタリング報告書として取りまとめ、POPs条約締約
国会議に提出後、条約の有効性評価資料として使用される。

＜達成手段の概要＞
我が国の水銀対策技術シーズと途上国側のニーズのマッチング等を通じ、我が国の水銀対策技術の国際展開に係る調査･検討を行う
と共に、途上国の水俣条約締結に向けた支援を行う。
＜達成手段の目標（27年度）＞
途上国の水俣条約締結に向けた支援を実施した累積国数
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
水俣条約の発効及び我が国の技術･知見の更なる普及を目指し、過去の調査における知見も活用しつつ、対象国の調査を実施する。
また、過去実施したニーズ調査に基づき、外部資金を利用した案件化を図る。

＜達成手段の概要＞
POPs条約締約国が義務的に負担するPOPs条約拠出金を拠出する。また、化学物質の評価手法等の国際標準等を開発しているOECD環境保健安
全プログラムに対し分担金の拠出を行う。さらに、水銀による環境リスクの低減を図るため、水俣条約事務局に対し、分担金の拠出を行う。
＜達成手段の目標（27年度）＞
適切な資金拠出の実施
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
POPs、水銀による環境リスクの削減

＜達成手段の概要＞
H24年度に策定されたSAICM国内実施計画の着実な進捗管理に向けた、進捗状況把握のための指標の検討を実施するとともに、国際機関等にお
ける議論へ発信し国際的なSAICMの取組の推進に資する。また、化学物質と環境に関する政策対話を実施し、多様な主体による化学物質の環境
安全に係る政策決定プロセスへの参加と円滑な議論の推進を図る。
また、GHS（化学品の分類及び表示に関する世界調和システム）未分類の化学物質について分類を実施するとともに、分類済みの化学物質につい
て、新たな知見や国際動向を踏まえつつ、分類結果の見直しを行い、結果を公表する。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
我が国の化学物質対策に係る国際協調の指標となるGHS分類については、本事業において着実に分類及び再分類を進める。

施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

達成手段
（開始年度）

予算額計（執行額） 関連する
指標

達成手段の概要等
平成28年

行政事業レビュー
事業番号



（環境省２８ー㉚）

基準年度 目標年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

－ － － － － － －

2 4 3 5 － － －

－ － － － － － －

150 150 149 149 － － －

当初予算額

25年度 26年度 27年度 28年度

(1)
茨城県神栖市における有
機ヒ素化合物汚染等への
緊急対応策（平成15年度）

547
(398)

672
(295)

551
(321)

531 1,2 239

547
(398)

672
(295)

551
(321)

531施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

達成手段
（開始年度）

予算額計（執行額） 関連する
指標

達成手段の概要等
平成28年

行政事業レビュー
事業番号

＜達成手段の概要＞
地下水調査、土壌調査、物理探査、土地改変時における安全確認調査等を実施する。
茨城県神栖市において発生している健康被害について、調査研究を実施する。
＜達成手段の目標＞
地権者からの要望に基づき、環境調査等を適切に実施する。
これまでの研究成果による知見の集積を元に、適切に研究内容を見直しつつ実施していく。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
環境調査等の実施により、旧軍毒ガス弾等による被害を未然に防止することで化学物質対策の推進に資する。
有機ヒ素化合物症における症候及び病態の解明を図り、調査対象者の健康不安の解消等に資する。

旧軍毒ガス弾等対策の実施状況を示す指標として設定。
地権者からの要望に基づいて実施するものであるため、目標値の設定は困難。

2
健康被害者対策の実施
（医療手帳交付件数）

- - - -
健康被害者対策の規模を示す指標として設定。
医療手帳は新規交付や返還を行うものではないため、目標値の設定は困難。

1
旧軍毒ガス弾等対策の実
施（Ａ事案区域における環
境調査等件数）

- - - -

測定指標 基準値 目標値
年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠年度ごとの実績値

施策の概要
平成15年の閣議決定（国内における毒ガス弾等に関する今後の対応方針について）等に基づき、国内における毒ガス
弾等による被害の未然防止を図る。

政策体系上の
位置付け

６．化学物質対策の推進

達成すべき目標
平成15年の閣議決定（国内における毒ガス弾等に関する今後の対応方針について）等に基づ
き、国内における毒ガス弾等による被害の未然防止を図る。

目標設定の
考え方・根拠

国内における毒ガス弾等に関する今後の対
応方針について（平成15年12月16日閣議決
定）

政策評価実施予定時期 平成30年8月

平成28年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策名 目標６－４　国内における毒ガス弾等対策 担当部局名
環境保健部環境安
全課環境リスク評価
室

　　　作成責任者名
　　　　(※記入は任意）

環境リスク評価室長
笠松　淳也

別紙１


